
2023/8/15

1

鎌倉市障害者支援協議会について
～成り立ち、概要について～

鎌倉市基幹相談支援センター 1

（2023年８月15日 相談支援専門員現任研修インターバル用資料）
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（写真）鎌倉市基幹相談支援センターの
入っている鎌倉市福祉センター

基幹相談支援センターの
ウェブサイトはこちら
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【出典】「 2020年1月17日 第98回社会保障審議会障害者部会資料
（参考資料2）P33」（厚生労働省） 31

32【出典】「第124回市町村職員を対象とするセミナー 行政説明「障害者
福祉における相談支援の充実に向けた取組について」（厚生労働省）
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相談支援事業所一覧（2022
年９月現在版）はこちら
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連携

連携

鎌倉市関係課（例：地域共生課、発達支援室、市
民健康課、高齢者いきいき課、生活福祉課、総
合防災課、地域のつながり推進課）

鎌倉市教育委員会（教育指導課）
等

鎌倉市障害者支援協議会

運営支援

課題整理依頼

運営会議
（議題調整等）
（協議会のエンジン）

事
務
局

（
鎌
倉
市
障
害
福
祉
課
・
鎌
倉
市
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
）

専門部会 （実質協議の場）

・主たるテーマごとに課題対応策、方針を決定し、全体会に報
告

全体会

・専門部会からの報告・提言内容の評価、検討と、承認に基づく
市への意見
・協議会の運営内容についての評価

協
議
を

委
ね
る

報
告
・
提
言

地域生活
支援部会

精神保健
福祉部会 こども応援部会

連携

報告

課題提起
関係団体
（障害サービス、高齢福祉、地域福祉、教育、児
童支援、就労、当事者、医療分野等）

協議会に課題を提起し、協議会からは協議内容についてフィードバッ
ク（報告）を受ける

地域交流活動

プロジェクトチーム

地域事例
みえるか会議
（課題把握・整理等）

状
況
報
告

活
動
内
容
確
認

2023年度 鎌倉市障害者支援協議会 関係図
～ 鎌倉市障害者福祉計画の基本理念 ～
障害のある人も障害のない人も、だれもが一生にわたり、健やかで安心し

て地域で暮らせるまち

【目的】障害者の地域での生活を支援するため、課題を把握し、その解消に向けて

施策への反映等、課題解決のための支援体制整備に関する事項を協議する。

連
携

横須賀・三浦障害保健福祉圏域自立支援協議会

神奈川県自立支援協議会
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（写真）上：大
船まつりパ
レード参加
者集合写真

下：パラス
ポーツビーチ
フェスタでの
黒岩知事（中
央）
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「提言」本文データはこちら



2023/8/15

23

45

46



2023/8/15

24

                                                                                                                                                              鎌倉市障害者支援協議会
第5回地域事例みえるか会議 

1

・ニーズの把握（主訴の聞き取り
を丁寧に行う）
・断らない相談・・受け付けた案
件に対しては必ず解決に向けた調

整や機関の紹介等に繋いでいる
・制度や社会資源等の情報提供は
その場で終わることもあるが、そ
れ以外は基幹の毎週実施するミー
ティングで確認や協議等して連絡
調整する。
基幹相談支援センターへの相談の

共有化（総合相談）により具体的
な方向性の検討と調整に努めてい
る

・アセスメントの課題
・相談先からの主訴の聞き取り
・障害という切り口では括れない
案件に対して支援出来る機関

・緊急性の判断
・情報の提供と確定的なアドバイ
スの範囲の線引きが難しい。

・当事者の意思の確認が出来ない
ことや個人情報保護等により本来
のニーズが不透明等

・複合的で多職種・分野横断的な
情報が必要・・障害という枠組み
に入らない（引きこもり・不透明
な問題等）

・問題、課題の捉え方に違いがあ
る。

相談案件に対して
・課題やニーズについて正確な情
報を掴むために庁舎内（特に障害
関連）の情報収集が可能であれば

と思う事案が多い。
・障害という枠組みに入らない案
件が多くなっている。

・基幹の相談範囲の再協議と明確
化

2

・ニーズの把握について基幹職員
の相談ミーティングで回答するこ
とを協議・確認している。
・ケースを紹介する場合は、事前
に先方への打診や連絡調整した上

で連絡票を提出している。

・紹介する相談支援事業所不足
・課題や（真の）ニーズの把握
・・当事者を直接支援していない
機関からの相談が多数を占めるた
め当事者のニーズが不確定の場合

がある。
・つなぐつながれるの情報正確さ
と迅速さの重要性。

・相談支援事業所の運営等の困難
さにより減少傾向にある。
・8050等に象徴される相談機関か
らの相談案件でも直接支援してい
ないのでニーズの聞き取り不足

・聞き取り不足は行政機関含め各
機関にあり。

・相談支援事業所&委託相談支援事
業所を増やす努力。
・共生型拠点事業所開設。
・関係者のみではなく、市民等地
域のネットワーク構築

・共生課の方向性と障害福祉課の
方向性の目指しているところを共
有。

3

基幹の業務として

・高齢や医療・行政等々との事例
検討会の開催
・研修会やイベント参加等におい
て連携を図る。
・障害者自立支援協議会
・行政とビジョンについての

話し合いの場を持つ。

・繋がっていない関係者や機関と

の連携・・医療機関・教育機関・
成年後見機関・民生委員・地域住
民等
・障害という枠組みに入るかどう
か？不透明の案件（ひきこもり・
暴力・アルコール等）

・ケース対応のデーター蓄積と
活用。

・縦割り制度に入らない複雑化し

た案件の増大
・805020問題・こもり人・分野問
わない居場所の課題
・一家で複雑複合的な課題を抱え
ている。
・イニシアチブをどこでとるかが

明確にできていない。

・分野横断的なネットワーク化の

見えるか。
・高齢・障害・成年後見機関等と
の連絡会の継続
・虐待ネットワークミーティン
グ・連絡会の拡大開催（児童・高
齢・障害等）

鎌倉市基幹

相談支援センター ふだん大切にしているポイント

心がけていること

課題と感じていること

うまくいっていないこと その要因
解決策案

〇〇がもう少し△△であったら

もし□□があったら などキーワード

『包括的な相談体制』をキーワードからみえるかする表
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ともに生きる社会を目指して・・・
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